
養老町産後ケア事業のご案内 

 

 

 

 

○ 産後ケアとは・・・ 

出産後、安心して子育てができるよう、お母さんの心身のケアや授乳・育児サポートな

どを行います。産科医療機関等への宿泊や通所、自宅への助産師の訪問で心と体のケアを

行います。 

○ 利用できる方 

養老町に住所を有する生後１年未満の赤ちゃんとお母さん 

○ ケア内容 

・産婦の心身のケア ・授乳ケア ・育児手技の指導や育児相談など 

サービス区分・内容 
利用

上限 
利用者負担額 ※  

宿泊型 
母子ともに産科医療機関等へ宿泊をし

てケアを受けます。 
７日 １泊につき ７,５００円 

通所型 
母子ともに産科医療機関等へ日帰りで

通所をして、ケアを受けます。 
７日 １日につき ２,５００円 

訪問型 
助産師が自宅へ訪問して、ケアを受け

ます。 
６回 １回につき  ５００円 

※利用期限や利用回数を超えてのご利用は全額自己負担となります。 

※キャンセルの時期によってはキャンセル料が発生します。キャンセル料は利用者負担額を超え

る場合があります。 

○ 利用可能機関 

 

 

  

 

 

 

 

 

【クリニックママ】 

大垣市今宿３丁目３４－１（☎73-5111） 

利用時間 １４時～翌１４時 

お子さんの月齢 生後４０日まで 

※クリニックママで出産の方に限る 

 

【もりレディースクラブクリニック】 

大垣市河間町 1丁目 13（☎74-1888） 

利用時間 ９時～翌１１時 

お子さんの月齢 １か月まで 

 

 

【もりレディースクラブクリニック】 

大垣市河間町１丁目１３（☎74-1888） 

利用時間 ９時～１６時 

お子さんの月齢 ３か月まで 

 

 【高田医院】 

安八郡神戸町神戸 468（☎27-2015） 

利用時間 ９時～１７時 

お子さんの月齢 １歳まで 

 

 

【高田医院】 

安八郡神戸町神戸 468（☎27-2015） 

利用時間 ９時～翌１７時 

お子さんの月齢 １歳まで 

 

 

【岐阜県助産師会】 

岐阜県助産師会の助産師が訪問します。 

担当助産師については、保健センターへお

尋ね下さい。 

通所型 宿泊型 

訪問型 



 

○ 利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 申し込み・問い合わせ先 

申し込みをご希望される場合やご不明点がある場合は、保健センターまでご連絡くださ

い。 

 

 

 

申し込み

•保健センターに「養老町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書」を提出してください。

•利用の３日前までに申請をしてください。

•保健師が電話や面談等により、様子を伺います。

利用決定

•養老町にて審査後、「利用承認決定通知書」・「利用票」又は「利用券」をお渡しします。

•利用承認決定通知書の内容について変更・中止を希望する場合は「養老町産後ケア事業利用
変更（中止）申請書」が必要になります。

予約

•【宿泊・通所型の場合】

•①利用承認を受けた医療機関に連絡し、利用日を予約してください。

•②予約が取れたら、保健センターに予約した日時をお知らせください。

•【訪問型の場合】

•担当助産師より電話がはいりますので、利用日を予約してください。

利用

•【宿泊・通所型の場合】

•利用時に「利用券」を利用機関等にお渡しください。利用券は１日につき１枚です。
（例・・・２泊３日の場合は３枚分を利用機関にて切り取ります。）

•【訪問型の場合】

•利用時に利用票を担当助産師に１枚お渡しください。利用票は１回につき１枚です。

•利用料は利用機関等に直接お支払いください。

【お問い合わせ先】 

養老町保健センター 

☎ ０５８４－３２－９０２５ 

⚠注意事項⚠ 

予約をキャンセルする場合は、利用前日の正午までに利用機関・担当助産師へご連絡ください。 

状況により、キャンセル料が発生する場合があります。また、キャンセル料は利用者負担額を上回る場

合がありますので、ご了承ください。 

【宿泊・通所型の場合】 

①利用承認を受けた産科医療機関等に連絡し、利用日を予約してください。 

②予約後、保健センターに予約した日時をお知らせください。 

【訪問型の場合】 

・担当助産師より電話が入りますので、利用日を予約してください。 

【宿泊・通所型の場合】 
・利用時に「利用券」を産科医療機関等にお渡しください。利用券は１日につき１枚です。
（例…２泊３日の場合は３枚分を産科医療機関等にて切り取ります。） 
【訪問型の場合】 
・利用時に「利用票」を担当助産師に１枚お渡しください。利用票は１回につき１枚です。 
・利用者負担額は産科医療機関等に直接お支払いください。 


